
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）床面に固定された台座と、
（ｂ）磁性体からなり、前記台座に上下に揺動自在に取り付けられたプレートと、
（ｃ）ドアに固定された磁石と、
（ｄ）前記磁石に 取り付けられ 、前記プレートと係合
するフックと、
（ｅ）前記フックを前記プレートと係合する方向へ付勢する付勢手段と、
（ｆ）前記フックを前記プレートと係合した位置でロックするための水平方向へスライド
可能な水平スライド部材と、
（ｇ）前記水平スライド部材を外部から操作するための操作部とからなり、
前記フックおよび前記付勢手段が、前記磁石とともにケーシングに収容されており、当該
ケーシングが前記ドア内部に収納され得るように、前記ケーシングの厚さが、前記ドアの
厚さよりも薄くなるように設定され
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対して移動自在に たフックであって

、
前記水平スライド部材には、少なくとも１個の凸部が設けられ、前記フックの上部には、
前記凸部の通過を許すための水平方向に延びる水平通路が形成され、
（１）前記フックが前記プレートに係合していない状態では、前記フックの水平通路が前
記水平スライド部材の凸部よりも高い位置にあることにより、前記水平スライド部材の水
平移動および前記操作部の操作を禁止し、
（２）前記フックが前記プレートと係合するときに、前記フックが下降して、前記フック



てなる戸当り。
【請求項２】
（ａ）床面に固定された台座と、
（ｂ）磁性体からなり、前記台座に上下に揺動自在に取り付けられたプレートと、
（ｃ）ドアに固定された磁石と、
（ｄ）前記磁石に 取り付けられ 、前記プレートと係合
するフックと、
（ｅ）前記フックを前記プレートと係合する方向へ付勢する付勢手段と、
（ｆ）前記フックを前記プレートと係合した位置でロックするための水平方向へスライド
可能な水平スライド部材と、
（ｇ）前記水平スライド部材を外部から操作するための操作部とからなり、
前記フックおよび前記付勢手段が、前記磁石とともにケーシングに収容されており、当該
ケーシングが前記ドア内部に収納され得るように、前記ケーシングの厚さが、前記ドアの
厚さよりも薄くなるように設定され、さらに、前記ケーシングの高さが、前記ドア内部に
形成される座ぐり穴の上下方向の深さよりも小さくなるように設定され、当該ケーシング
を所望の高さに調整して前記ドア内部に取り付けることができ

る戸当り。
【請求項３】
前記水平スライド部材の凸部が、前記フックの水平通路の両側に一対設けられてなる請求
項 または 記載の戸当り。
【請求項４】
前記操作部が、前記水平スライド部材を水平方向へ押圧するための操作ロッドと、
該操作ロッドの根元側端部に当接する斜面が形成され、前記操作ロッドを伸長させるため
にスライド操作されるロックボタンと、
前記ロックボタンをロック位置およびロック解除位置に一時的に係止するための係止部
とからなる請求項 または 記載の戸当り。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は戸当りに関する。さらに詳しくは、ドア側の磁石と床面に揺動自在に設置され
た磁性体からなるプレートとを吸着させることにより、ドアを全開位置に固定することが
でき、さらに磁石に吸着されたプレートを仮止め、および所望により強固なロックを行な
うことができる戸当りであって、磁石がドアの表面に突出しないでドア内部に収納するこ
とができ、しかもドアと床との間隙のバラつきに柔軟に対応することができる戸当りに関
する。
【背景技術】
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の水平通路が前記水平スライド部材の凸部とほぼ同じ高さになることにより、前記水平ス
ライド部材がスライド可能の状態になり、
（３）前記水平スライド部材がスライド可能な状態において、前記操作部を外部から操作
して、前記水平スライド部材の凸部を前記フックの水平通路内部へ移動させることにより
、前記フックを前記プレートと係合した位置でロックするようにされ

対して移動自在に たフックであって

、
前記水平スライド部材には、少なくとも１個の凸部が設けられ、前記フックの上部には、
前記凸部の通過を許すための水平方向に延びる水平通路が形成され、
（１）前記フックが前記プレートに係合していない状態では、前記フックの水平通路が前
記水平スライド部材の凸部よりも高い位置にあることにより、前記水平スライド部材の水
平移動および前記操作部の操作を禁止し、
（２）前記フックが前記プレートと係合するときに、前記フックが下降して、前記フック
の水平通路が前記水平スライド部材の凸部とほぼ同じ高さになることにより、前記水平ス
ライド部材がスライド可能の状態になり、
（３）前記水平スライド部材がスライド可能な状態において、前記操作部を外部から操作
して、前記水平スライド部材の凸部を前記フックの水平通路内部へ移動させることにより
、前記フックを前記プレートと係合した位置でロックするようにされてな

１ ２

１ ２



【０００２】
　一般的に用いられる床に立設される戸当りは、歩行者がつまづいたり、ドア周囲の家具
が衝突するなどの不具合がある。そのため、従来より、床から出没自在の戸当りが種々検
討されており、たとえば磁石を用いた出没自在の戸当りなどがある。このような磁石を用
いた戸当りは、たとえば特許文献１および２に記載されているように、床面に揺動自在に
設置された磁性体プレートを、ドア側の磁石に吸着させることによりドアを全開位置に固
定している。
【０００３】
　また、本出願人は、さきに出願した特願２００２－１８３０３８号の明細書に記載され
ているように、ドア側の磁石に吸着されたプレートをさらに仮止めおよび強固なロックを
両方行なうことができる戸当りを提案している。
【０００４】
【特許文献１】特許第２９９０６０１号公報
【特許文献２】特開平１０－１１５１３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、従来の磁石を用いた戸当りは、磁石がドアの表面に突出するため、美観上好ま
しくないという問題がある。とくに、磁石に仮止め機構およびロック機構を設けた場合、
磁石全体がさらに大きくなるため、磁石が一層目立ってしまい美観上好ましくない。また
、磁石をドア内部に形成された座ぐり穴などに埋め込んで固着する場合、ドアの取付誤差
などによって生じる、ドアと床との間隙のバラつきに柔軟に対応することができないとい
う問題がある。
【０００６】
　本発明はかかる問題を解消するためになされたものであり、ドア側の磁石に仮止め機構
、および所望によりロック機構が設けられた戸当りであって、磁石などがドアの表面に突
出しないでドア内部に収納することができ、しかもドアと床との間隙のバラつきにも柔軟
に対応することができる戸当りを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　 発明の請求項 にかかわる戸当りは、（ａ）床面に固定された台座と、
（ｂ）磁性体からなり、前記台座に上下に揺動自在に取り付けられたプレートと、
（ｃ）ドアに固定された磁石と、
（ｄ）前記磁石に 取り付けられ 、前記プレートと係合
するフックと、
（ｅ）前記フックを前記プレートと係合する方向へ付勢する付勢手段と、
（ｆ）前記フックを前記プレートと係合した位置でロックするための水平方向へスライド
可能な水平スライド部材と、
（ｇ）前記水平スライド部材を外部から操作するための操作部とからなり、
前記フックおよび前記付勢手段が、前記磁石とともにケーシングに収容されており、当該
ケーシングが前記ドア内部に収納され得るように、前記ケーシングの厚さが、前記ドアの
厚さよりも薄くなるように設定され
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本 １

対して移動自在に たフックであって

、
前記水平スライド部材には、少なくとも１個の凸部が設けられ、前記フックの上部には、
前記凸部の通過を許すための水平方向に延びる水平通路が形成され、
（１）前記フックが前記プレートに係合していない状態では、前記フックの水平通路が前
記水平スライド部材の凸部よりも高い位置にあることにより、前記水平スライド部材の水
平移動および前記操作部の操作を禁止し、
（２）前記フックが前記プレートと係合するときに、前記フックが下降して、前記フック
の水平通路が前記水平スライド部材の凸部とほぼ同じ高さになることにより、前記水平ス
ライド部材がスライド可能の状態になり、



てなることを特徴と
する。
【０００９】
　本発明の請求項 にかかわる戸当りは、（ａ）床面に固定された台座と、
（ｂ）磁性体からなり、前記台座に上下に揺動自在に取り付けられたプレートと、
（ｃ）ドアに固定された磁石と、
（ｄ）前記磁石に 取り付けられ 、前記プレートと係合
するフックと、
（ｅ）前記フックを前記プレートと係合する方向へ付勢する付勢手段と、
（ｆ）前記フックを前記プレートと係合した位置でロックするための水平方向へスライド
可能な水平スライド部材と、
（ｇ）前記水平スライド部材を外部から操作するための操作部とからなり、
前記フックおよび前記付勢手段が、前記磁石とともにケーシングに収容されており、当該
ケーシングが前記ドア内部に収納され得るように、前記ケーシングの厚さが、前記ドアの
厚さよりも薄くなるように設定され、さらに、前記ケーシングの高さが、前記ドア内部に
形成される座ぐり穴の上下方向の深さよりも小さくなるように設定され、当該ケーシング
を所望の高さに調整して前記ドア内部に取り付けることができ

ることを特徴と
する。
【００１０】
　前記水平スライド部材には、少なくとも１個の凸部が設けられ、前記フックの上部には
、前記凸部の通過を許すための水平方向に延びる水平通路が形成され、
（１）前記フックが前記プレートに係合していない状態では、前記フックの水平通路が前
記水平スライド部材の凸部よりも高い位置にあることにより、前記水平スライド部材の水
平移動および前記操作部の操作を禁止し、
（２）前記フックが前記プレートと係合するときに、前記フックが下降して、前記フック
の水平通路が前記水平スライド部材の凸部とほぼ同じ高さになることにより、前記水平ス
ライド部材がスライド可能の状態になり、
（３）前記水平スライド部材がスライド可能な状態において、前記操作部を外部から操作
して、前記水平スライド部材の凸部を前記フックの水平通路内部へ移動させることにより
、前記フックを前記プレートと係合した位置でロックするようにされてなるのが好ましい
。
【００１１】
　前記水平スライド部材の凸部が、前記フックの水平通路の両側に一対設けられてなるの
が好ましい。
【００１２】
　前記操作部が、前記水平スライド部材を水平方向へ押圧するための操作ロッドと、
該操作ロッドの根元側端部に当接する斜面が形成され、前記操作ロッドを伸長させるため
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（３）前記水平スライド部材がスライド可能な状態において、前記操作部を外部から操作
して、前記水平スライド部材の凸部を前記フックの水平通路内部へ移動させることにより
、前記フックを前記プレートと係合した位置でロックするようにされ

２

対して移動自在に たフックであって

、
前記水平スライド部材には、少なくとも１個の凸部が設けられ、前記フックの上部には、
前記凸部の通過を許すための水平方向に延びる水平通路が形成され、
（１）前記フックが前記プレートに係合していない状態では、前記フックの水平通路が前
記水平スライド部材の凸部よりも高い位置にあることにより、前記水平スライド部材の水
平移動および前記操作部の操作を禁止し、
（２）前記フックが前記プレートと係合するときに、前記フックが下降して、前記フック
の水平通路が前記水平スライド部材の凸部とほぼ同じ高さになることにより、前記水平ス
ライド部材がスライド可能の状態になり、
（３）前記水平スライド部材がスライド可能な状態において、前記操作部を外部から操作
して、前記水平スライド部材の凸部を前記フックの水平通路内部へ移動させることにより
、前記フックを前記プレートと係合した位置でロックするようにされてな



にスライド操作されるロックボタンと、
前記ロックボタンをロック位置およびロック解除位置に一時的に係止するための係止部
とからなるのが好ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、ドア側の磁石に仮止め機構のみ、または仮止め機構およびロック機構
が設けられた戸当りであって、磁石などがドアの表面に突出しないでドア内部に収納する
ことができ、しかも、ドアと床との間隙のバラつきに柔軟に対応することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　つぎに図面を参照しながら本発明の戸当りを詳細に説明する。図１は本発明の戸当りの
一実施の形態を示す斜視説明図、図２は図１に示される戸当り本体の断面説明図、図３は
図１に示される磁石の断面説明図、図４は図３に示されるフックおよび水平スライド部材
の位置関係を示す説明図、図５は図１の操作部の初期状態を示す断面説明図、図６は図１
の操作部のロック状態を示す断面説明図、図７は図５のロックボタンを内側から見た図、
図８は図５の裏蓋を内側から見た図、図９は図５の操作ロッドの側面図、図１０は図１に
示される磁石を収容するケーシングが木ねじで固着された状態を示す断面説明図、図１１
は図１に示されるプレートが磁石から離れているときの状態を示す断面説明図、図１２は
図１に示されるプレートが磁石に吸着された状態を示す断面説明図、図１３は図１に示さ
れるプレートがフックに係合された仮止め状態を示す断面説明図および図１４は本発明の
戸当りの他の実施の形態における操作部の断面説明図である。
【００１５】
　図１に示される戸当りは、大きく分けて床面に設置された本体部分１と、ドアＤに収納
された磁石２および操作部３とから構成されている。
【００１６】
　本体部分１は、図１および図２に示されるように、床面にネジなどで固定されたナイロ
ン、ポリアセタールなどのエンジニアリング樹脂や亜鉛合金などからなる台座４に、鉄や
スチールなどの磁性体からなるプレート５が回転軸５ａを回転中心として、揺動自在に取
り付けられている。プレート５の先端には、下方に突出する下方突起５ｂが設けられてい
る。本体部分１の設置方法は、本発明においてとくに限定されるものではなく、図１に示
されるように床面に設置してもよいし、または床に形成される埋設穴に埋設してもよい。
【００１７】
　磁石２および操作部３は、ドアＤに収納され得るように、ドアＤの厚さよりも薄くなる
ように設定されている。
【００１８】
　磁石２は、図３に示されるように、ケーシング６に、磁石本体７、プレート５と係合す
るフック８、当該フック８をプレート５と係合する方向へ付勢する圧縮コイルバネ９、フ
ック８をプレート５と係合した位置でロックするための水平スライド部材１０が収容され
たものである。
【００１９】
　ケーシング６の厚さは、図１１に示されるように、ケーシング６がドアＤ内部に収納さ
れ得るように、ドアＤの厚さよりも薄くなるように設定されている。さらに、ケーシング
６の高さは、ドアＤ内部に形成された、座ぐり穴Ｓ（図１１参照）の上下方向の深さより
も小さくなるように設定されている。
【００２０】
　さらに、図３および図１０に示されるように、ケーシング６には、上下方向に延びる少
なくとも１個、好ましくは対角線上に配置された２個の貫通した調整孔である長孔６ａが
形成され、該長孔６ａに固着手段である木ねじＷを挿入し、ケーシング６を所望の高さに
位置合わせしたのち、木ねじＷをドアＤの座ぐり穴Ｓの奥端部に挿入することにより、ケ
ーシング６を所望の高さに調整してドア内部に取り付けることができる。その結果、ドア
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と床との間隙のバラつきにも柔軟に対応することができる。たとえば、通常２．５ｍｍ程
度に設定されているドアと床との間隙が、ドアの取付け位置が上方へずれたことによって
間隔が３．５ｍｍになった場合でも、ケーシング６を長孔６ａに沿って１ｍｍ程度下降さ
せればドアの上昇分を相殺し、磁石２を所定の高さへ調整することができる。調整孔とし
ては、前記長孔以外にも長方形の孔であってもよく、固着手段の挿入位置を調整できるも
のであれば、他の形状であってもよい。また、固着手段としては、木ねじ以外にもくぎや
接着剤を用いることができる。接着剤の場合、調整孔は不要である。
【００２１】
　磁石本体７は永久磁石からなり、ケーシング６内部に収容されており、当該ケーシング
６の壁を介して前記プレート５に磁力をおよぼすように構成されている。
【００２２】
　フック８は、図２に示されるように、前記プレート５の先端の下方突起５ｂと係合し得
る上向きに突出したかぎ部８ａを有している。フック８の中央部には、圧縮コイルバネ９
の上端に係合する係合突起８ｂが突設されている。また、フック８の前面において、係合
突起８ｂの上部には、水平方向（フック８の幅方向。図３において、紙面垂直方向）に延
びる水平通路８ｃが形成されている。
【００２３】
　フック８を用いてプレート５を仮止めすることにより、磁石２の吸着力の強弱にかかわ
らず容易かつ確実にドアＤの仮止めが可能になる。このフック８によりプレート５が磁石
２に吸着された状態では、フック８は圧縮コイルバネ９の付勢力に抗して下方に移動し得
るので、前記プレート５は引き抜き可能な程度の弱い係止力で一時的に磁石に係止される
。
【００２４】
　水平スライド部材１０は、磁石２のケーシング６に形成された凹部６ｂにスライド可能
に収容されている。水平スライド部材１０は、少なくとも１個の凸部１１が設けられてい
る。凸部１１は、前記フック８の水平通路８ｃ内部に移動することにより、フック８をプ
レート５に係合した状態から下降できないようにロックすることができる。
【００２５】
　具体的には、図４（ａ）に示されるように、フック８が前記プレート５に係合していな
い状態では、フック８の水平通路８ｃが水平スライド部材１０の凸部１１よりも高い位置
にあることにより、水平スライド部材１０の水平移動および前記操作部３の操作を禁止す
る。このとき、水平通路８ｃの中心の高さが、凸部１１の中心の高さよりも少しだけ高け
ればよく、水平通路８ｃの全体が凸部１１よりも高くなくてもよい。
【００２６】
　ついで、図４（ｂ）に示されるように、フック８がプレート５と係合するときに（図１
３参照）、フック８が下降して、フック８の水平通路８ｃが水平スライド部材１０の凸部
１１とほぼ同じ高さになることにより、水平スライド部材１０がスライド可能の状態にな
る。
【００２７】
　前記水平スライド部材１０がスライド可能な状態において、図４（ｃ）に示されるよう
に、後述する操作部３を外部から操作して操作ロッド１９によって水平スライド部材１０
を水平方向に押圧することにより、水平スライド部材１０の凸部１１をフック８の水平通
路８ｃ内部へ移動させることができる。それにより、前記フック８を前記プレート５と係
合した位置でロックすることができる。
【００２８】
　本発明の戸当りは、フック８がドアの仮止めおよび強固なロックの両方を行なうので、
従来のように仮止め機構およびロック機構を別々に設ける必要がなく、装置全体を小型化
することが可能である。
【００２９】
　さらに、本実施の形態では、図３に示されるように、水平スライド部材１０を元の位置
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に復帰させるための圧縮コイルバネ１２が前記ケーシング６の凹部６ｂ内部に設けられて
いるため、水平スライド部材１０が操作ロッド１９からの操作力を受けなくなったとき、
図４（ｂ）に示されるように、凸部１１が水平通路８ｃから外れた位置まで復帰させるこ
とができる。
【００３０】
　本実施の形態では、図１に示されるような右開きのドアＤのように磁石２の左側に操作
部３が配置された例をあげて説明しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、
たとえば、磁石２の操作部３を右側に配置することにより、図示されない左開きのドアに
対しても前述の右開きのドアＤと同様に用いることができる。また、本実施の形態の戸当
りでは、ドアＤが左右いずれに開く場合にも対応できるように、図４に示されるように、
凸部１１が水平通路８ｃの両側に一対設けられているため、操作ロッド１９で左右いずれ
の方向から水平スライド部材１０が押圧されても、凸部１１を水平通路８ｃ内部へ移動さ
せてフック８をロックすることができる。したがって、図１に示されるような右開きのド
アＤのように磁石２の左側に操作部３が配置される場合だけでなく、図示されない左開き
のドアのように磁石２の右側に操作部３が配置される場合でも、操作部３を外部から操作
することにより、フック８のロックおよび解除を行なうことができる。　操作部３は、外
部から前記磁石２の水平スライド部材１０をロック位置（図４（ｃ）参照）へ押し操作す
るためのものであり、図１および図５～６に示される操作部３では、ケーシング１５のド
アＤの側面から外部に露出する外面１５ａの開口からは、スライド式のロックボタン１６
が外部に突出し、ケーシング１５の内奥面側においては、裏蓋１８の貫通孔１８ａを通し
て操作ロッド１９が突出している。
【００３１】
　具体的には、本実施の形態の操作部３は、図５～６に示されるように、前記水平スライ
ド部材１０を水平方向へ押圧するための操作ロッド１９と、操作ロッド１９の根元側の半
球面を有する端部１９ａに当接する斜面２０が形成され、操作ロッド１９を伸長させるた
めにスライド操作されるロックボタン１６と、後述するロックボタン１６のための係止部
２１と、操作ロッド１９をケーシング６内部へ戻す方向へ付勢力を与える操作ロッド付勢
手段である圧縮コイルバネ２３とから構成されている。なお、ロックボタン１６が押し下
げられているか否か、すなわちドアがロックされているか否かを視認しやすくするために
、ロックボタン１６の外面の部分１６ａ（図６参照）を赤色などで着色してもよい。
【００３２】
　ロックボタン１６の内面には、図５および図７に示されるように、山形の凹部が２２が
形成され、この凹部２２の内面によって前述の斜面２０が構成されている。
【００３３】
　ロックボタン１６を係止するための係止部２１は、図５に示されるように、ロックボタ
ン１６の内面に形成された２箇所の凹部２４ａ、２４ｂ（図７参照）と、裏蓋１８に形成
された突起２５（図８参照）とからなる。ロックボタン１６が図５～６に示されるように
スライドすれば、凹部２４ａ、２４ｂと突起２５とが係合することにより、ロックボタン
１６を所定のロック位置（図６参照）またはロック解除位置（図５参照）に正確に係止す
ることができる。
【００３４】
　また、図７に示されるように、ロックボタン１６の内面には、凹部２４ａと凹部２４ｂ
とのあいだに溝２４ｃが形成されているため、突起２５は、溝２４ｃによって凹部２４ａ
と凹部２４ｂとのあいだを正確に案内されるので、凹部２４ａ、２４ｂと突起２５との係
合を確実に行なうことができる。
【００３５】
　さらに、図８に示されるように、裏蓋１８における突起２５の両側部分には、一対のス
リット２６が形成されているため、一対のスリット２６のあいだの細長い部分２７は、突
起２５のための板バネとして機能することができる。したがって、突起２５は、部分２７
が適度なクッションとなって、凹部２４、２５との係合および離脱を円滑に行なうことが
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できる。
【００３６】
　また、図９に示されるように、操作ロッド１９の根元側端部１９ａは、図９の紙面垂直
方向に突出し、この垂直に突出している部分の下面には、操作ロッド１９をロック位置（
図６参照）からロック解除位置（図５参照）へ復帰させる圧縮コイルバネ２３を取り付け
るための取付穴１９ｂが形成されている。圧縮コイルバネ２３の上端部分は、取付穴１９
ｂに下方から挿入されている。
【００３７】
　さらに、操作ロッド１９の根元側端部１９ａは、図５および図８に示される裏蓋１８の
貫通孔１８ａ周囲に形成された矩形穴１８ｂに挿入されている。そして、圧縮コイルバネ
２３の下端部分は、矩形穴１８ｂの底面１８ｃに当接している。
【００３８】
　つぎに、本実施の形態の戸当りの使用方法の一例を説明する。
【００３９】
　図１、図４（ａ）および図１１に示されるプレート５が磁石から離れている初期状態、
すなわちフック８がプレート５に係合していない状態では、フック８の水平通路８ｃが水
平スライド部材１０の凸部１１よりも高い位置にあることにより、水平スライド部材１０
の水平移動および前記操作部３の操作を禁止している。これにより、プレート５が磁石２
に吸着される前に操作部３の誤動作（具体的には、水平スライド部材１０によってフック
８を誤ってロックすること）を確実に防止することができる。
【００４０】
　ついで、図１２に示されるように、図１の状態からそのままドアＤを開ければ、床に伏
せてあったプレート５が、磁石２内の磁石本体７の磁力によって立ち上がり、磁石２の下
面に吸着する。さらに、ドアＤを仮止めする場合には、図１３に示されるようにドアＤを
さらに開放させれば、プレート５の先端に設けられた下方突起５ｂがフック８のかぎ部８
ａに係合することにより、容易かつ確実にドアＤの仮止めを行なうことができる。したが
って、荷物の搬入を行なう場合など、一時的にドアＤを全開位置に保持したいときに便利
である。
【００４１】
　また、図１３に示される状態では、フック８が若干下方に移動するため、フック８の水
平通路８ｃが水平スライド部材１０の凸部１１とほぼ同じ高さになることにより、水平ス
ライド部材１０がスライド可能の状態になる。
【００４２】
　ドアＤの仮止めを解除するときは、図１３の状態からドアＤをそのまま閉じるだけで、
プレート５はフック８との係合が解除されるとともに磁石２の下面から容易に抜け出し、
ドアＤの仮止めは解除される。
【００４３】
　なお、ドアＤがフック８によって仮止めされていなくても、ドアＤを全開位置まで開け
れば、図１２に示されるようにプレート５が磁石２に吸着するので、ドアＤは弱い力で全
開位置に保持され、フック８よりもさらに弱い保持力でドアＤを仮止めすることができる
。
【００４４】
　一方、強風が吹いているときなどドアＤを強固に開放状態にロックしたいときには、図
６に示されるように、ロックボタン１６を指で下方へスライドさせれば、ロックボタン１
６の斜面２０が操作ロッド１９の根元側端部１９ａをケーシング１５の内奥側へ付勢する
。
【００４５】
　ロックボタン１６が所定のロック位置までスライドされたとき、ロックボタン１６の凹
部２４ａが裏蓋１８の突起２５に係合することにより、ロックボタン１６および操作ロッ
ド１９は所定のロック位置で停止する。図６に示されるロック位置では、操作ロッド１９
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の根元側端部１９ａが、ロックボタン１６の当接面２８に当接している。
【００４６】
　図６に示されるように操作ロッド１９が突出することによって、図４（ｃ）に示される
ように、操作ロッド１９によって水平スライド部材１０を水平方向に押圧することにより
、水平スライド部材１０の凸部１１をフック８の水平通路８ｃ内部へ移動させ、前記フッ
ク８を前記プレート５と係合した位置で強固にロックすることができる。その結果、ドア
Ｄは、全開位置に容易かつ確実にロックされ、ドアＤに風が当っても不意に閉まることが
なくなる。
【００４７】
　一方、ドアＤのロックを解除したい場合には、図６に示される状態から、ロックボタン
１６を上方へスライドさせれば、図６に示されるように、操作ロッド１９の根元側端部１
９ａはロックボタン１６の斜面２０からのへ付勢力を受けなくなり、操作ロッド１９は圧
縮コイルバネ２３の付勢力によって図５の初期位置まで戻され、フック８のロックは解除
される。
【００４８】
　フック８のロック解除後は図１３に示されるドアの仮止め状態に戻るため、若干の力を
加えることで容易にドアＤを閉めることができる。そして、ドアＤを閉めたとき、プレー
ト５はフック８から引き抜かれるため、フック８は若干上方へ移動して図４（ａ）の状態
に戻るため、水平スライド部材１０の水平移動ならびにロックボタン１６の操作ができな
くなる。
【００４９】
　なお、以上の実施の形態では、操作ロッド１９をロック位置（図６参照）からロック解
除位置（図５参照）へ復帰させる圧縮コイルバネ２３を備えた操作部を例にあげて説明し
ているが、本発明はこれに限定されるものではない。
【００５０】
　たとえば、本発明の他の実施の形態として、図１４に示されるような圧縮コイルバネを
有しない操作部を用いてもよい。この場合、操作ロッド１９によって押圧操作される水平
スライド部材１０を元の位置へ復帰させるために、圧縮コイルバネ１２（図３参照）を備
えているため、当該圧縮コイルバネ１２の付勢力によって、操作ロッド１９をロック位置
からロック解除位置へ復帰させることができる。
【００５１】
　以上の実施の形態では、仮止め機構およびロック機構が設けられた戸当りを例にあげて
説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、仮止め機構のみが設けられた戸当
りであってもよい。すなわち、本発明の他の実施の形態である戸当りは、（ａ）床面に固
定された台座４と、（ｂ）磁性体からなり、前記台座４に上下に揺動自在に取り付けられ
たプレート５と、（ｃ）ドアに固定された磁石２と、（ｄ）前記磁石２に取り付けられ、
前記プレート５と係合するフック８と、（ｅ）前記フック８を前記プレート５と係合する
方向へ付勢する圧縮コイルバネ９とからなり、前記フック８および前記圧縮コイルバネ９
が、前記磁石２のケーシング６に収容されており、当該ケーシング６が前記ドア内部に収
納され得るように、前記ケーシング６の厚さが、前記ドアの厚さよりも薄くなるように設
定され、さらに、前記ケーシング６の高さが、前記ドア内部に形成される座ぐり穴の上下
方向の深さよりも小さくなるように設定され、前記ケーシング６には、上下方向に延びる
少なくとも１個の貫通した長孔が形成され、該長孔に木ねじを挿入することにより、当該
ケーシングを所望の高さに調整して前記ドア内部に取り付けることができる。このような
構成によって、磁石２およびフック８などをドア内部に収納することができ、しかもドア
と床との間隙のバラつきに柔軟に対応することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の戸当りの一実施の形態を示す斜視説明図である。
【図２】図１に示される戸当り本体の断面説明図である。
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【図３】図１に示される磁石の断面説明図である。
【図４】図３に示されるフックおよび水平スライド部材の位置関係を示す説明図である。
【図５】図１の操作部の初期状態を示す断面説明図である。
【図６】図１の操作部のロック状態を示す断面説明図である。
【図７】図５のロックボタンを内側から見た図である。
【図８】図５の裏蓋を内側から見た図である。
【図９】図５の操作ロッドの側面図である。
【図１０】図１に示される磁石を収容するケーシングが木ねじで固着された状態を示す断
面説明図である。
【図１１】図１に示されるプレートが磁石から離れているときの状態を示す断面説明図で
ある。
【図１２】図１２は図１に示されるプレートが磁石に吸着された状態を示す断面説明図で
ある。
【図１３】図１に示されるプレートがフックに係合された仮止め状態を示す断面説明図で
ある。
【図１４】本発明の戸当りの他の実施の形態における操作部の断面説明図である。
【符号の説明】
【００５３】
　　１　本体部分
　　２　磁石
　　３　操作部
　　４　台座
　　５　プレート
　　７　磁石本体
　　８　フック
　１０　水平スライド部材
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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